
≪技能講習用≫ 

修了証の再交付・書替え手続 

 

事務所へお越しの場合 

次のものをご持参下さい。※ご本人様以外が手続きされる場合は必ず委任状が必要です。 

１．修了証〔再交付・書替〕申込書（必要事項を記入したもの。） 

   

２．再交付手数料 ３，０００円（税込） 

 

３．写真１枚（３０㍉×２４㍉）  

  

４．本人確認書類（自動車運転免許証（写）等） 

      旧姓又は通称の併記を希望する場合はその氏名を確認できるもの 

 

５．ご本人様以外が手続きされる場合は必ず委任状が必要です。 

 

６．氏名・生年月日などに変更がある場合は、それを証する次の書類等。 

   ① 戸籍抄本(３ヶ月以内に交付されたもの)。ただし、修了証取得時から現在まで

の氏名等に至った変更の経過が確認できない場合は除籍謄本が必要です。 

   ② 外国人の場合は在留カード。 

帰化している場合は、前の①の書類。 

 

７．損傷した修了証 

 

＊受付場所と時間 

(一社)日本クレーン協会 近畿支部 電話 072－991－3331 

〒581-0081  八尾市南本町 9丁目 1番５３号 

       （JR大和路線「八尾駅」下車、北口に向かい右側の階段を降りそのまま 

        東（奈良方向）に長瀬川沿いに歩く。八尾駅から徒歩約１０分） 

       祝祭日を除く月曜日～金曜日の９時～１６時（１２時～１３時は除く） 

 

現金書留にて郵送される場合 

次のものを下記の送付先へお送り下さい。 

Ⅰ 上記項目の １，２，３，４，５，６（変更ある場合），７（損傷の場合） 

 

Ⅱ 返信用切手 ４６０円分（簡易書留郵送料） 

 

＊送付先 

〒581-0081  八尾市南本町９丁目１番５３号  

 (一社)日本クレーン協会 近畿支部  072－991－3331 

＊注１ (一社)日本クレーン協会近畿支部以外で取得された修了証の再交付・書替えは 

当支部では出来ません。 



・ 紛失　　（いつ　　　　　　　　　　どこで

紛失の状況

警察に盗難届等を提出された場合、その写しでも結構です

・ 損傷 ・ 氏名変更

・ その他　（　　　　　　　　　　　）

令和 年 月 日

※ 「自動車運転免許証」等の本人確認書類(写)を添付してください。

（旧姓等の併記を希望する場合はその氏名を確認できる書類を添付してください。）

※ 氏名・生年月日等の変更には戸籍妙本を添付してください。

※ 写真は画像が鮮明で申込前6ヶ月以内に撮影した上三分身・正面・脱帽のものを添付してください。

＊ 氏名欄の「旧姓等」とは旧姓を使用した氏名又は通称のことをいいます。

＊ ご本人様以外が手続きされる場合は委任状が必要です。

＊ ご記入された個人情報は当支部が責任をもって管理し、本事務処理以外には使用しません。

修　了　証 申　込　書

講習名

該当する講習に〇印を記入してください。

一般社団法人　日本クレーン協会近畿支部長　殿

再交付又は
書替えの理由

住所

併記を希望する氏名

生年月日 　　昭和　・　平成　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

　玉掛け技能講習

　床上操作式クレーン運転技能講習

　床上操作式クレーン運転技能特例講習

　小型移動式クレーン運転技能講習

　小型移動式クレーン技能特例講習

氏名 旧姓等の併記の希望の有無　有　/　無　(いずれかに〇）

〒

電話番号

（昼間に連絡の取れる電話番号）

　　　　　　　　―　　　　　　　　―

氏名

支部使用欄

/

承認 担当 本人確認

受領

写真

・裏面に氏名を明記

して下さい

・写真サイズ

30㎜×24㎜

・折り曲げ厳禁

再交付

書 替


